
    

宮城県震災復興本部設置要綱の一部を改正する要綱 

宮城県震災復興本部設置要綱（平成２３年４月２２日施行）の一部を次のように改正する。 

改 正 後 （新） 改 正 前（旧） 

第１から第６まで （略） 

 

（検討・推進部会） 

第７ 幹事会には、特定の事項を調査検討又は特定の事業を推進するため、必要に応じ検討・推進

部会を置くことができる。 

２ 検討・推進部会の設置、運営等については、幹事長が別に定める。 

 

第８及び第９ （略） 

 

 

  附  則 

 この要綱は、平成２３年４月２２日から施行する。 

     附  則 

 この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

     附  則 

 この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２４年３月２１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２４年６月１３日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月２２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２５年３月７日から施行する。 

 

 

別表１（第３関係）から別表３の２（第６の２関係）まで （略） 

 

第１から第６まで （略） 

 

（検討部会） 

第７ 幹事会には、特定の事項を調査検討するため、必要に応じ検討部会を置くことができる。 

 

２ 検討部会の設置、運営等については、幹事長が別に定める。 

 

第８及び第９ （略） 

 

 

  附  則 

 この要綱は、平成２３年４月２２日から施行する。 

     附  則 

 この要綱は、平成２３年８月１日から施行する。 

     附  則 

 この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２４年３月２１日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２４年６月１３日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月２２日から施行する。 

 

 

 

 

別表１（第３関係）から別表２（第５関係）まで （略） 

 


